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医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療給給給給給給給給給給付付付付付付付付付付かかかかかかかかかかららららららららららののののののののののおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知ららららららららららせせせせせせせせせせ医療給付からのお知らせ

手続きに必要なもの助　成　が　受　け　ら　れ　る　要　件医療助成制度の種類

・加入している健康保険被保険者証
・左記③の方は障害の程度が確認でき
　る国民年金証書、身体障害者手帳など
・印鑑

①市内に住民登録のある方
②満７０歳以上の方
③満６５歳以上満７０歳未満で１級～３級と４級の一部の身体障害者手帳をお持ちの方

老人保健法
医療給付事業

・加入している健康保険被保険者証
・住民票謄本
・戸籍謄本（子供が確認できるもの）
・所得証明書（本人、配偶者、子供た
　ち全員のもの）
・印鑑

①市内に住民登録のある方で子供がいない方または、子供と別居をされている満
　６５歳以上満７０歳未満の方（ただし子供の特例に該当する場合を除く）
　・一人暮らしの世帯…６ケ月以上一人暮らしであること
　・老人夫婦世帯…一方の配偶者が６０歳以上であること
　・一人暮らし老人と児童の世帯　児童は満１８歳未満であることと老人夫婦と児
　　童の世帯
②上記世帯要件のほか所得制限などがあります

老人医療給付
特別対策事業
（ 道老 ）

・加入している健康保険被保険者証
・所得証明書
・印鑑

①市内に住民登録のある方
②満６９歳以上満７０歳未満の方
③本人の所得制限があります

老人医療費
助成事業

・加入している健康保険被保険者証
・左記②と③の方は、障害の程度が確
　認できる手帳または判定（診断）書
・主たる生計維持者の方の所得証明書
・老人保健法の受給者は、受給者証
・印鑑

①市内に住民登録のある方
②１級・２級と３級の内部障害（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、
　ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害のみ）の身体障害者手帳をお持ち
　の方
③知的障害がありA判定の療育手帳をお持ちかＩＱがおおむね５０以下と判定（診
　断）された方
④主たる生計維持者の方の所得制限があります

重度心身障害者
医療費助成事業

・加入している健康保険被保険者証
・主たる生計維持者の方の所得証明書
・印鑑

①市内に住民登録のある方
②母親…母子家庭などの女子で満２０歳未満の児童を扶養または監護されている方
③児童…上記②に該当する女子に扶養または監護されている満２０歳未満の児童、
　両親の死亡、行方不明などによりほかの家庭において扶養されている満２０歳未
　満の児童

母子家庭等
医療費助成事業

・加入している健康保険被保険者証
・主たる生計維持者の方の所得証明書

①市内に住民登録のある６歳未満の乳幼児
　・３歳未満児は、入院・外来・指定訪問看護の医療費の助成をします
　・３歳児以上６歳未満児は、入院・指定訪問看護の医療費の助成をします
②平成１３年４月１日以降生まれた乳幼児については、主たる生計維持者の方の所
　得制限があります

乳幼児医療費
助成事業

　次の医療費助成制度に該当する方は、市役所または各支所で受給者証の交付申請をしてください。
医療費の一部を助成します。

問い合わせ　保険年金課（�○８５ 1771）


